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平成２４年 ８月２１日

栗東市人事行政の運営等の状況（平成２３年度分）の公表について

栗東市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年栗東市条例第２号）に基づき、下記

により公表します。

なお、公表する内容については、総務省指定の給与実態調査、定員管理調査、勤務条件等に関する調

査、地方公務員制度実態調査等に基づいたものです。

記

１ 職員の任免及び職員数に関する状況

  (1) 職員採用の状況（平成２３年４月１日～平成２４年４月１日）

２３．４．１～２４．３．３１ ２４．４．１

一般行政職 １１人 ７人

医療職 ０人 １人

保育士・幼稚園教諭職 ２人 ６人

（国、県との人事交流等職員は除く。）

(2) 職員の退職の状況（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）

退 職 事 由 人数

定 年 退 職 ３人

勧 奨 退 職 ６人

普 通 退 職 ７人

計 １６人

（国、県との人事交流等職員は除く。）

  (3) 再任用職員の状況（平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日）

23.4.1 現在職員数 年度内異動数 24.3.31 現在職員数

０人 ０人 ０人

(4) 部門別職員数の状況と主な増減理由 （単位：人）

職 員 数

平成２３年 平成２４年
対前年増減 主な増減理由

議 会 ５ ５

総務企画 ６７ ６９ ２ 土地開発公社健全化対策業務増

税 務 １７ １９ ２ 税徴収事務職員派遣等

民 生 １２３ １２０ △３ 事務統廃合

衛 生 ２８ ２７ △１ 事務統廃合

労 働 １ １

商 工 ８ ８

農林水産 １２ １２

土 木 ５０ ４７ △３ 事務統廃合

一

般

行

政

計 ３１１ ３０８ △３

教 育 １２１ １２２ １ 幼児教育業務増

普通会計 ４３２ ４３０ △２

水道事業 １２ １２

下 水 道 ７ ７

そ の 他 １３ １３

公
営
企
業

計 ３２ ３２

合 計 ４６４ ４６２ △２
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２ 職員の給与の状況（条例第３条第２号）

(1) 人件費の概要（平成２３年度普通会計決算） （単位：千円）

歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ／Ａ）

２３年度 27,585,778 3,318,853 12.03 ％

  (2) 職員給与費（平成２４年度普通会計当初予算） （単位：千円）

給 与 費
区 分

職員数

(A) 給料 職員手当 期末・勤勉手当 計(B)

一人当たり給

与費（B/A）

２４年度 441 1,497,970 313,915 591,895 2,403,780 5,450

（注）普通会計とは、一般会計、栗東新都心土地区画整理事業特別会計、後期高齢者特別会計を

いいます。（三役の給与を含まない）

  (3) 平均給料月額・平均年齢（平成２４年１月１日現在、一般会計）

平均給料月額 平均年齢

一般行政職 ３２１，０９２円 ４１．０９ 歳

現業職 ３３０，７６２円 ５８．０５ 歳

  (4)  職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在）

本市 国

初任給 採用２年後 初任給

大学卒 172,200 円 185,800 円 172,200 円
一般行政職

高校卒 140,100 円 149,800 円 140,100 円

  (5) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在）

７～１０年 １０～１５年 １５～２０年

大学卒 234,400 円 261,900 円 314,100 円
一般行政職

高校卒 － － 292,500 円

（注）経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続いて勤務していた場合の年数です。

(6) 一般行政職員の級別人員（平成２４年４月１日現在）

区 分 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 計

標準的な

職務内容

(代表的な職名)

部長 課長 課長補佐 係長 主査

主事

・

技師

主事補

・

技師補

職 員 数 ９人 ３６人 ２６人 ６２人 ８１人 ２８人 １３人 ２５５人

構 成 比 3.5％ 14.1％ 10.2％ 24.3％ 31.8％ 11.0％ 5.1％ 100％

（注）職員数は、給与条例に基づく行政職給料表の級区分による職員数で、税務職及び企業会計

計上職員数を減じたものです。

  (7) 国との給料月額の水準比較（ラスパイレス指数）の状況

年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

一般行政職 93.8 92.8 97.4

  (8) 昇給期間短縮の状況

年度 平成２３年度

一般行政職 ０人
昇格時の昇給期間短縮によるもの
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  (9) 職員手当の状況（平成２４年４月１日現在）

支 給 実 績
区 分 支給の内容

対象職員数 平均支給額

地域手当 ６％ ４６１人      19,500 円

扶養手当

配偶者月額 13,000 円

その他各月額 6,500 円

（職員に配偶者がない場合月額 11,000 円）

満 16 歳の年度当初～満 22 歳の年度末までの子

各月額 5,000 円加算

１７４人 19,300 円

期末手当

勤勉手当

（支給割合） 期末手当 勤勉手当

６月期 １．２２５月 ０．６７５月

１２月期 １．３７５月 ０．６７５月

計 ２．６００月 １．３５０月

４４８人

期末手当

874,400 円

勤勉手当

    479,300 円

通勤手当

交通機関利用者

運賃等の額に応じ、1 箇月の運賃等相当額（最

高月額 55,000円を限度に6箇月の定期券で支給）

自転車等使用者

通勤距離（2～40 ㎞以上）に応じて、

月額 4,300 円～24,600 円

４１５人 8,300 円

住居手当

家賃等を月額 12,000 円以上支払っている職員に

対して、家賃等の額に応じて、最高月額 27,000

円を支給

７５人 20,800 円

管理職手当
支給対象：部長級、課長級、園長級、課長補佐級

（職階に応じ 84,500～50,400 円）
９７人 61,700 円

特殊勤務

手 当

著しく危険、不快、不健康、困難な勤務その他

特殊な勤務に従事する職員に支給
５人 2,100 円

時間外勤務

手 当

正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給す

る。
２１１人 35,000 円

（注）職員数、平均支給額は、期末手当及び勤勉手当を除き、平成 24年 4 月支給実績で、百円未満

は、四捨五入により処理しております。

また、育児休業者等を含み、本来支給すべき金額として処理しています。

（注）期末手当及び勤勉手当に係る実績は、平成 23 年度支給年額です。また対象職員数は、平成 23

年 12 月支給基準日における支給実職員数です。

  (10) 特別職の給与・報酬等

区 分 減額後の給料・報酬月額 減率・減額 期末手当

市 長

副市長

議 長

副議長

議 員

６１５，６００円

５６０，４００円

３９０，０００円

３３０，０００円

３００，０００円

▲１０％

▲１０％

▲10,000 円

▲10,000 円

▲10,000 円

６月期 １．４０月分

１２月期 １．５５月分
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３ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況（条例第３条第３号）

  (1) 職員の勤務時間(標準的なもの)

１週間の勤務時間 執務時間 休憩時間

３８時間４５分 ８時３０分～１７時１５分 １２時～１３時

  (2) 年次有給休暇の使用状況（平成２３年１月１日～平成２３年１２月３１日）

(a)

総付与日数

(b)

総取得日数

(c)

対象職員数

(b)／(c)

平均取得日数

(b)／(a)

取 得 率

8,809 2,222 227 9.8 25.2%

注）「対象職員」とは、平成２３年１月１日から平成２３年１２月３１日までの全期間を在職した

職員（「非現業の一般職に属する職員のうち、市長部局に勤務する職員とする。）に限り、当該

期間の中途に採用された者及び退職した者並びに当該期間中に育児休業、休職の事由がある職

員並びに派遣職員を除く。

  (3) 育児休業及び部分休業の取得状況（平成２３年度） （単位：人）

平成２３年度中の育児休業取得状況

（全職員）

平成２３年度中に新たに育児休業が取得

可能となった職員の育児休業取得状況

育児休業

取得者数

部分休業

取得者数

育児短時間

取得者数

育児休業

対象者数

育児休業

取得者数

部分休業

取得者数

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

－ ３０ － ８ － １ ４ １６ － １６ － －

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況（条例第２条第４号関係）

(1) 分限処分（職員の意に反する降任・免職）の状況（平成２３年度）

勤務実績が

よくない場合

心身の故障のため

職務遂行に支障が

ある場合

職に必要な適格

性を欠く場合

廃職又は過員

を生じた場合

降 任 免 職 降 任 免 職 降 任 免 職 降 任 免 職

計

－ － － － － － － － －

  (2) 休職処分の状況（平成２３年度） （単位：人）

心身の故障のため、長期の休養を要する場合

（法第２８条第２項第１号該当）

刑事事件に関し起訴された場合

（法第２８条第２項第２号該当）

５人 －

(3) 懲戒処分の状況（平成２３年度） （単位：人）

懲戒事由となる行為 免 職 停 職 減 給 戒 告

①給与・任用関係

（給与不正、領得、受験、採用 虚偽行為等）
－ － － －

②一般服務関係

（職務専念、義務違反、職務命令違反等）
－ － － －

③一般非行関係（傷害等刑法違反等） － － － －

④収賄等関係（収賄、横領等） － － － －

⑤監督責任 － － － －

合 計 － － － －
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５ 職員の服務の状況（条例第２条第５号関係）

職員の営利企業等従事許可の状況 （平成２３年度）

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の役員、顧問、評議

員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員の地位を兼ねる場合
－ 人

自ら営利を目的とする場合 － 人

報酬を得て事業又は事務に従事する場合 － 人

６ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況（条例第２条第６号関係）

  (1) 職員研修の実績（平成２３年度）

① 集合研修

名 称 概 要
参加者数

（延べ人数）

一般研修

・本市財政状況に関する研修

・接遇研修（臨時職員対象）

・普通救命講習（心肺蘇生法及び止血法）

４６８人

８５人

１７人

人権・同和問題研修
本市の全職員を対象とした集合研修として「基礎」

「中堅」「リーダー」「指導者」等、階層に分けて開催
９２０人

階層別研修

○新規採用職員を対象として、地方自治法、地方公務員

法、接遇等について（２日間）

○マネジメント（意識改革）として、階層毎にテーマを

設定し実施

・顧客満足度・接遇指導者研修（課長級以上）

・顧客満足度向上研修（課長補佐級）

・顧客満足度向上研修（主査～係長級）

・顧客満足度向上研修（主事補～主事級）

１４人

４６人

３５人

１５７人

５９人

② 外部機関等への派遣、その他の研修

名 称 概 要
派遣者数

（延べ人数）

栗東市企業内同和問題

研修・じんけんセミナー

新規採用職員を対象として、人権・同和問題に

関する知識習得のため、派遣した。
１６人

全国市町村国際文化研修所
地方自治体職員研修の場として、専門・一般研

修へ関係職員を派遣した。
７人

滋賀県市町村職員研修

センター

県内市町村職員の研修機関として、階層別研修

等に関係職員を派遣した。
１０８人

滋賀県建設技術センター

等外部研修機関

専門的な知識習得のため、外部の主催研修に派

遣した。
３０人

  (2) 勤務成績の評定の状況

管理職級職員を対象として、平成２２年度から人事評価制度（目標管理、能力評価）

の結果を勤勉手当に反映する。
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７ 職員の福祉及び利益の保護の状況（条例第２条第７号関係）

  (1) 職員の健康管理に関する主要事業の実施状況（平成２３年度）

健康診断の種類 対象者 受診者数 受診率

定期健診 ４６６人 ４４９人 ９６．４％

(2) 職員の福利厚生事業の状況

① 県域互助会への加入

・職員の福利厚生のため、財団法人滋賀県市町村職員互助会に加入している。

当該団体の会費及び事業主負担金の割合は１：１で、会費・負担金ともに給料月額の

4/1000 であり、負担金として年額 6,080 千円を支出した。

・教育公務員については、教職員と同様に財団法人滋賀県教職員互助会に加入している。

会費は、給料月額及び扶養手当を合算した金額の 8/1000 であり、事業主負担金は、平成

21 年度より 0 円。

・結婚・出産・子の入学に係る祝金、弔慰金、医療助成等の給付事業、銀婚慶祝、家庭用常備

薬の配布、スポーツ・文化事業、子育て支援事業、リフレッシュ事業等の厚生事業を実施。

② 栗東市職員互助会

・本市の特別職及び一般職員を対象とした福利厚生事業を実施する団体であり、１９年度から

市から運営補助は行っていない。

・会費のみで運営しており、給料月額及び扶養手当を合算した金額の 1.5/1000 である。

・体育事業、福利厚生事業、文化事業など会員相互の親睦事業を主に実施。

  (3)  公務災害及び通勤災害の認定件数 （２３年度）

通 勤 災 害 公 務 災 害

０ ４

８ 公平委員会の業務の状況（条例第４条第８号関係）

業務の種別 件数

勤務条件に関する措置の要求の状況

不利益処分に関する不服申立ての状況

苦情の処理の状況

なし


